
 

 

 

 

 

                                                       令和４年（2022 年）11 月  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滋賀県民相談ネットワーク 

窓 口 一 覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滋賀県民相談ネットワーク事務局 

 

 

 

 



 

 

 

目      次 
 

 
 

     ① 行政に関する相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 
 
 
   ② 犯罪被害者支援に関する相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 
 
 
   ③ 暴力団に関する相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 
 
 
   ④ 人権問題に関する相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 
 
 
   ⑤ 青少年・子ども・女性に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５～６ 
 
 
   ⑥ 労働問題に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７～９ 
 
 
   ⑦ 精神保健に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10～11 
 
 
   ⑧ 金融に関する相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12～13 
 
 
   ⑨ 貸金に関する相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 
 
 
   ⑩ 消費生活に関する相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 
 
 
   ⑪ 不動産に関する相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 
 
 
   ⑫ 交通事故に関する相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 
 
 
   ⑬ 電話に関する相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 
 
 
   ⑭ 野生生物に関する相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 
 
 
   ⑮ ペット・食品に関する相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 
 
 
   ⑯ 家事民事手続に関する相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 
 
 
 
    参考 情報提供等 日本司法支援センター「法テラス」・・・・・・・・・・・・21 

 
参考 法律相談 滋賀弁護士会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 

 
 
 
    ※ 犯罪被害防止等に関する相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23～24 
       
     （滋賀県警察） 



～令和 4年 11 月～ 
- 1 - 

 ① 行政に関する相談 
 

 総務省 滋賀行政監視行政相談センター 

相談区分 相談業務内容等 相談先関係機関・団体、所在地 電話番号・受付時間等 

行政 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○

 

 国の行政などへの苦情や意見・要望 ○ 総務省 

 滋賀行政監視行政相談センター 

 

  所在地：大津市京町三丁目１－１ 

      大津びわ湖合同庁舎７階 

 

 

 

 

 

 

 

 

【行政苦情１１０番】 

０５７０－０９０１１０ 

０７７－５２３－１１００ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

 （上記時間外は、留守番電話） 

 

 

 

 

 

 

○

 

 

 

 

 公正・中立の立場から関係機関に必

要なあっせんを行い、その解決や実現

の促進を図るとともに、それを通じて

行政の制度及び運営の改善を図る。 

○

 

 

 

 

 行政監視行政相談センター、合同行

政相談所（スーパーなどで定期開催）

及び行政相談委員（県下に 63 人配

置）が相談受付窓口となり、対応して

いる。 

 

 

 滋賀県庁 県民相談室 

相談区分 相談業務内容等 相談先関係機関・団体、所在地 電話番号・受付時間等 

行政 

 

 

○ 県行政に関する相談・照会・要望・苦情 

 

○ 滋賀県庁 知事公室 

 広報課 県民の声係 

 

  所在地：大津市京町四丁目１－１ 

     滋賀県庁１階 

 

 

 

０７７－５２８－３０４５ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前８時 30 分～午後５時 15 分 
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② 犯罪被害者支援に関する相談 

  

公益社団法人 おうみ犯罪被害者支援センター 

相談区分 相談業務内容等 相談先関係機関・団体、所在地 電話番号・受付時間等 

犯罪被害 

者支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 犯罪被害者支援のための相談支援等 

  おうみ犯罪被害者支援センターは、

犯罪の被害者やご家族、その周りの方

々への支援を行っている、滋賀県公安

委員会が指定した民間の支援団体で

す。 

 専門的な研修を受け、認定された相

談支援員が電話や面接での相談、警察

・検察庁・裁判所等への付添、その

他、法律相談の同席や病院への出張相

談など、被害者が必要とされる支援を

行っています。 

 特に性暴力被害者への支援は、病院

と連携して、心や体のケアを含めた総

合的な支援システム、通称「ＳＡＴＯ

ＣＯ」がワンストップで対応していま

す。 

 

○ 滋賀県公安委員会指定 

  犯罪被害者等早期援助団体 

  公益社団法人 

  おうみ犯罪被害者支援センター 

 

 

  所在地：大津市京町四丁目３－28 

          滋賀県厚生会館１階  

 

 

 

 

 

 

 

 

０７７－５２１－８３４１ 

 （犯罪被害者サポートテレホン） 

  月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

  午前 10 時～午後４時 

 

０７７－５２５－８１０３ 

  月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

  午前 10 時～午後４時 
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 ③ 暴力団に関する相談 

 

公益財団法人 滋賀県暴力団追放推進センター 

相談区分 相談業務内容等 相談先関係機関・団体、所在地 電話番号・受付時間等 

暴力団 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○

 

 

 

 

 

 暴力団にかかわる交通事故の示談、

債権取り立て、不動産等の売買、家屋

の賃貸などの困りごとに関する相談 

（暴力団に関する不当な行為の防止等

に関する法律を根拠とする。） 

○ 公益財団法人滋賀県暴力団追放推

進センター 

 

 所在地：大津市打出浜１－10 

        滋賀県警察本部庁舎 

     （北棟１階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０７７－５２５－８９３０ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

 （時間外は、留守番電話） 

 

【インターネットメール相談】 

 ホームページアドレス 

  http://www.shiga-boutsui.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○

 

 

 暴力追放相談員（警察ＯＢ２名、弁

護士１名、少年指導委員１名、保護司

１名）が相談に対応 

 

【巡回面接相談】 

(1) 毎月１回県内指定場所 

ホームページに掲載する他、設定地

域及び周辺市町の広報誌に掲載及び同

設定地区にチラシを配布 

(2) 民事介入暴力相談所の開設 

年１回、滋賀弁護士会、警察本部、

暴力団追放推進センターによる相談所

の開設 
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 ④ 人権問題に関する相談 

 

法務省 大津地方法務局 人権擁護課 

相談区分 相談業務内容等 相談先関係機関・団体、所在地 電話番号・受付時間等 

人権問題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○

 

 

 

 

 

 

 人権に関する相談 

 毎日の生活を営んでいく上でこれは

人権問題ではないだろうかと感じた

り、よく分からなくて困ったりするこ

とがある場合に、気軽に相談できる機

関として、人権擁護機関の人権相談所

がある。 

○ 【全国共通 人権相談ダイヤル】 

 

○ 大津地方法務局人権擁護課 

 

  所在地：大津市京町三丁目１－１ 

           大津びわ湖合同庁舎３階 

 

 

 

 

０５７０－００３－１１０ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

０７７－５２２－４６７３ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

 （面接相談も可能） 

【人権擁護委員相談】 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前９時 30 分～午前 12 時 00 分  

 午後１時 00 分～午後４時 30 分 

 

 

 

 人権問題に関して国民の相談に応

じ、通報・助言等の必要な処置をし、

国民に保障されている基本的人権を擁

護し併せて自由人権思想の普及高揚を 

 

 

 

 

 

 

 

図ることを目的とする。 

 

＜特設人権相談所＞ 

 各市町で開設し、人権擁護委員が相

談に応じる。日程は、各市町広報誌及

び法務局ホームページに掲載 

○ 【子どもの人権１１０番】 

 

 

 

０１２０－００７－１１０ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

午前８時 30 分～午後５時 15 分 

 （時間外は、留守番電話） 

○ 【女性の人権ホットライン】 

 

 

 

０５７０－０７０－８１０ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

 （時間外は、留守番電話）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 【外国語人権相談ダイヤル】 

  ※ この電話は民間の多言語電  

   話通訳サービス提供事業者に  

   接続の上、管轄の法務局・地  

   方法務局につながります。 

 

 

０５７０－０９０－９１１ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前９時～午後５時 

（対応言語） 

中国語、韓国語、英語、フィリピノ語、 

ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語、 

スペイン語、インドネシア語、タイ語 

○ 大津地方法務局甲賀支局 

 

  所在地：甲賀市水口町水口 5655 

 

 

 

 

 

０７４８－６２－１８２８ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

 （面接相談も可能） 

【人権擁護委員相談】 

 月・水曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前９時 30 分～午前 12 時 00 分  

 午後１時 00 分～午後４時 30 分 

○ 大津地方法務局彦根支局 

 

  所在地：彦根市西今町 58－３ 

 

 

 

 

 

０７４９－２２－０２４２ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

 （面接相談も可能） 

【人権擁護委員相談】 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前９時 30 分～午前 12 時 00 分  

 午後１時 00 分～午後４時 30 分 

○ 大津地方法務局長浜支局 

 

  所在地：長浜市八幡東町 253－４  

 

 

 

 

０７４９－６２－０５６５ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

【人権擁護委員相談】 

 火・水曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前９時 30 分～午前 12 時 00 分  

 午後１時 00 分～午後４時 30 分 
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⑤ 青少年・子ども・女性に関する相談 
 

 滋賀県 健康医療福祉部 子ども・青少年局 

相談区分 相談業務内容等 相談先関係機関・団体、所在地 電話番号・受付時間等 

 

子ども 

女性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
○ 中央子ども家庭相談センター 

 

  所在地：草津市笠山七丁目４－45 

 
 （管轄地域） 

   草津市、守山市、栗東市 

   甲賀市、野洲市、湖南市 

 
 
 

 
０７７－５６２－１１２１ 

０７７－５６５－７２３５（FAX） 
 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 
 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

 面接相談の場合は、上記電話で予約 

【児童虐待ホットライン】 

 ０７７－５６２－８９９６ 

 （県内全域） 

 

 ※２４時間受付 

○

 

 

 

 児童相談（満 18 歳未満の子どもを

対象に、専門的な知識を生かして、相

談に応じる。） 
 

○

 

 児童家庭相談 
 

○

 

 

 

 

 

 

 

 

 相談内容 

・  虐待に関する相談 

・ 家庭での養育が困難になった子ど

もの相談 

・ 障害を持つ子どもの相談 

・ 生活、行動、しつけに関する相談 

・ 非行や不登校に関する相談 

・ いじめに関する相談 

○ 彦根子ども家庭相談センター 

 

  所在地：彦根市小泉町 932－１ 

 

 （管轄地域） 

   彦根市、長浜市、近江八幡市 
   東近江市、米原市、蒲生郡 

   犬上郡、愛知郡 

 

０７４９－２４－３７４１ 

０７４９－２４－７４６４(FAX) 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 
 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

 面接相談の場合は、上記電話で予約 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 大津・高島子ども家庭相談センター 

  所在地：大津市におの浜四丁目 

        ４－５ 

（管轄地域） 

  大津市、高島市 

 

０７７－５４８－７７６８ 

０７７－５４８－７７６９（FAX） 
 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 
 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

 面接相談の場合は、上記電話で予約 

○各市町 

  大津市、彦根市、長浜市、 

  近江八幡市、草津市、守山市、 

  栗東市、甲賀市、野洲市、 

  湖南市、高島市、東近江市、 

  米原市、日野町、竜王町、 

  愛荘町、豊郷町、甲良町、 

  多賀町 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○

 

 

 

 女性相談（夫婦間・家族間の問題、

人間関係その他生活関連問題等女性が

持つ様々な問題に幅広く対応し、助言

支援を行っている。） 

○ 中央子ども家庭相談センター  

 

（管轄地域） 

   大津市、高島市 

草津市、守山市、栗東市 

   甲賀市、野洲市、湖南市 

 
 
 

【女性相談】 

○ 電話相談 

  ０７７－５６４－７８６７ 

  月～日曜日の毎日 

  午前８時 30 分～午後 10 時 00 分  

○ 来所相談（予約制） 

   月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 
  午前９時 15 分～午後４時 

   ※原則として上記電話番号で予約 

 

○

 

 

 

 

 

相談の内容 

・ 夫・恋人からの暴力 

・  家庭内の不和やいざこざ 

・ 夫婦のもめごと、離婚問題 

・ 男女間のトラブル等 

 
 
 
 
 
 

○ 彦根子ども家庭相談センター 

 

  所在地、管轄地域については、 

上記「児童相談」の記載と同じ。 

○ 電話相談            

  ０７４９－２４－３７４１ 

   月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

  午前８時 30 分～午後５時 15 分  

○ 面接相談の場合は、電話で予約 

  月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 
  午前９時 15 分～午後４時 00 分  
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○  母子及び寡婦福祉に関する相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 東近江健康福祉事務所 

  （蒲生郡） 

  【子ども家庭相談室】 

０７４８－２２－１３００ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

０７４９－２１－０２８３ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

○ 湖東健康福祉事務所 

  （愛知郡・犬上郡） 

  【子ども家庭相談室】 

○ 各市福祉事務所 

  （大津市、彦根市、長浜市、 

  近江八幡市、草津市、守山市、 

  栗東市、甲賀市、野洲市、 

  湖南市、高島市、東近江市、 

  米原市） 

 

 

 

 

 

 

子ども 

青少年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 子ども・青少年電話総合相談 

 

○ 子ども・子育て応援センター 

  所在地：大津市京町四丁目１－１ 

      滋賀県庁東館３階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 電話相談 

  （愛称名 こころんだいやる） 

   ０７７－５２４－２０３０ 

   年末年始を除く毎日 

   （土・日・祝日を含む） 

   午前９時～午後９時 

 

○ 面接相談 原則として 

  ０７７－５２８－３５６３ 

で予約 

 

○ 時間外は、ＦＡＸでも受付可能 

  ＦＡＸ：０７７－５２８－４８５５ 

 

○

 

 

 

 

 

 

相談内容 

・ 子ども・若者の抱える心配ごとや

相談 

・  保 護者 が 抱え る 子 ども に 関 す  

る悩み(いじめ、不登校、非行、虐

待、育児等） 

 

 

 

 

 

 滋賀県 商工観光労働部 女性活躍推進課 

相談区分 相談業務内容等 相談先関係機関・団体、所在地 電話番号・受付時間等 

男女 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○

 

 

 

 

 総合相談 

 性別による差別的取扱い、その他の

男女共同参画の推進を阻害すると認め

られることに関する相談 

 

○ 滋賀県立男女共同参画センター 

               （Ｇ－ＮＥＴしが） 

 

  男女共同参画相談室 

  所在地：近江八幡市鷹飼町 80－４ 

  【休館日】 

   月曜（祝休日を除く。） 

   祝休日の翌日（日曜日を除く。） 

   年末年始（12/28～1/4） 

   施設点検日等(4/24・8/14 

           8/15・10/23) 

【相談室専用電話】 

０７４８－３７－８７３９  

（電話受付時間は、総合相談受付 

時間と同じ。） 

 

【総合相談】 

 火～水曜日  金～日曜日 

  （午前）９時～12 時 

  （午後）13 時～17 時 

 木曜日 

  （午前）９時～12 時 

  （午後）17 時～20 時 30 分 

 

【相談の対象事例】 

・ 性別による差別的取扱い 

・ ＤＶ(配偶者等や恋人からの暴力)

やセクシュアル・ハラスメント 

  ・ 生き方・自立の悩み 

  ・ 夫婦、家族関係等の人間関係の悩

み 

   など 

 

総合相談の後、希望により専門相談

（法律相談・ＤＶカウンセリング・男性

相談）を行う。 
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 ⑥ 労働問題に関する相談 
 

厚生労働省 滋賀労働局 

相談区分 相談業務内容等 相談先関係機関・団体、所在地 電話番号・受付時間等 

労働問題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  労働条件に関する相談 ○ 大津労働基準監督署 

  所在地：大津市打出浜 14－15 

           滋賀労働総合庁舎３階 

 

０７７－５２２－６６１６ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

 面接相談も可能 

  

○  相談内容 

 

 ・ 労働条件（賃金、労働時間、休日、 

  有給休暇、解雇手続、最低賃金） 

 ・ 労働安全衛生 

 ・ 労災補償等 

 

 

 

 

 

 

 

○ 彦根労働基準監督署 

  所在地：彦根市西今町 58－3 

 

 

０７４９－２２－０６５４ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

 面接相談も可能 

○ 東近江労働基準監督署 

  所在地：東近江市八日市緑町 8－14  

 

 

０７４８－２２－０３９４ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

 面接相談も可能 

○ 滋賀労働局 労働基準部 監督課 

  所在地：大津市打出浜 14－15 

           滋賀労働総合庁舎５階 

 

０７７－５２２－６６４９ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

午前８時 30 分～午後５時 15 分 

 面接相談も可能 

○ 求人・求職に関する相談 

 

 ・ 求人、採用 

 ・ 職業相談・紹介 

 ・ 雇用保険 

 ・ 派遣労働 

  ・ 高齢者雇用 

 ・ 障害者雇用 

 ・ 外国人労働等 

  ・ 求職者支援訓練等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 滋賀労働局 

  職業安定部職業安定課、 

  職業対策課、需給調整事業室、 

  訓練室 

  所在地：大津市打出浜 14－15 

           滋賀労働総合庁舎５階 

０７７－５２６－８６０９（職業安定課） 

        ８６８６（職業対策課） 

        ８６１７（需給調整事務室） 

        ８６０８（訓練室） 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

 

○ 大津公共職業安定所 

  所在地：大津市打出浜 14－15 

           滋賀労働総合庁舎１、２階 

 

 

 

 

 

 

 

０７７－５２２－３７７３ 

 水曜日 

  午前８時 30 分～午後６時 

 月、火、木、金曜日 

  午前８時 30 分～午後 5 時 15 分  

 第３土曜日 

  午前 10 時～午後５時 

    （祝日・年末年始を除く。） 

・求人の閲覧 

・職業相談・紹介、面接相談も可能 

 

○ 大津公共職業安定所高島出張所 

   所在地：高島市安曇川町末広４－37  

 

 

０７４０－３２－００４７ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

 面接相談も可能 

 

○ 長浜公共職業安定所 

  所 在地 ： 長浜 市 南 高田 町 辻 村

110 

 

 

０７４９－６２－２０３０ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

 面接相談も可能 

○ 彦根公共職業安定所 

  所在地：彦根市西今町 58－３ 

 

 

０７４９－２２－２５００ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

 面接相談も可能 
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○ 東近江公共職業安定所 

  所在地：東近江市八日市緑町 11－19 

 

 

０７４８－２２－１０２０ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

 面接相談も可能 

○ 甲賀公共職業安定所 

  所在地：甲賀市水口町本町三丁目 

      １－16 

 

０７４８－６２－０６５１ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

 面接相談も可能 

○ 草津公共職業安定所 

  所在地：草津市野村五丁目 17－１ 

 

 

０７７－５６２－３７２０ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

 面接相談も可能 

○

 

 

 

 個別労働関係紛争解決促進法に基づ

く労働局長による助言・指導や紛争調

整委員会によるあっせん 

 

○ 滋賀労働局総合労働相談コーナー 

  (滋賀労働局雇用環境・均等室内) 

 

０７７－５２２－６６４８ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前９時～午後４時 30 分 

 面接相談も可能 

 

 

 

 

 

 

 

対象となる紛争 

・ 解雇理由、配置転換、出向、  

雇止め、整理解雇、採用内定取  

消、労働条件の不利益変更 

 ・ 募集、採用(あっせんは対象外) 

 ・ いじめ、嫌がらせなどの職場  

環境に関する紛争等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 大津総合労働相談コーナー 

  （大津労働基準監督署内） 

 

 

０７７－５０１－３９７６ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前９時 00 分～午後４時 30 分 

 面接相談も可能 

○ 彦根総合労働相談コーナー 

  （彦根労働基準監督署内） 

 

 

０７４９－２２－０６５４ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前９時 00 分～午後４時 30 分 

 面接相談も可能 

○ 東近江総合労働相談コーナー 

  （東近江労働基準監督署内） 

 

 

０７４８－４１－３３６３ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前９時 00 分～午後４時 30 分 

 面接相談も可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 男女雇用機会均等法、育児・介護休

業法、パートタイム・有期雇用労働

法、労働施策総合推進法等に基づく相

談、労働局長の助言、指導、勧告や紛

争調整委員会による調停 

対象となる紛争 

① 職場での性別を理由とする差別 

（募集・採用、配置・昇進、定年・

退職・解雇等） 

② 妊娠・出産・育児休業等を理由と

する不利益取扱いやマタニティハラ

スメント等 

③ セクシュアル・ハラスメント 

④ パワーハラスメント 

⑤ 母性健康管理 

⑥ 育児休業・介護休業等 

⑦ パートタイム労働者、有期雇用労

働者であることを理由とする正社員

との不合理な待遇差 

 

○ 滋賀労働局雇用環境・均等室 

   

   所在地：大津市梅林一丁目３－10  

    滋賀ビル５階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ０７７－５２３－１１９０ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

 面接相談も可能 
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 滋賀県 商工観光労働部 労働雇用政策課 

相談区分 相談業務内容等 相談先関係機関・団体、所在地 電話番号・受付時間等 

労働問題 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

○ 

 

 労使関係の安定に関する相談 

 

労使問題一般に関する相談 

（相談事項） 

○ 滋賀県労働相談所        【労働相談フリーダイヤル】 

  所在地：大津市打出浜２番１号   ０１２０－９６７１６４ 

コラボしが 21 ６階       （苦労ない労使） 

                   月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

                                     12 時～16 時  

※ 県内固定電話若しくは公衆電話からのみ。 

                    携帯電話からは０７７－５１１－１４０２ 

 

 

 

 解雇、配置転換、賃金不払い、賃

金、退職金、労働時間、休日・休

暇、就業規則、安全衛生、労働組合

結成・活動、労働協約、不当労働行

為、労働災害、労働保険、その他労

働問題全般に関すること 

 

 

 滋賀県 労働委員会 

相談区分 相談業務内容等 相談先関係機関・団体、所在地 電話番号・受付時間等   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働問題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 労使のトラブルに関する相談 

 労働問題に詳しい公益、労働者、 

使用者の各側委員が三人一組とな

り、労働・雇用に係る相談に直接応

じる。 

① 月例労働相談（事前予約制） 

  毎月第四金曜日に開催 

② 10 月労働相談会(事前予約制) 

「 個 別 労 働 関 係 紛 争 処 理 制   

 度」周知月間である 10 月に、 

 毎週一回、県内各地の会場で開 

 催 

○ 滋賀県労働委員会事務局  

  所在地：大津市京町四丁目１－１ 

         滋賀県庁東館５階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０７７－５２８－４４７３ 

０７７－５２８－４９７２（FAX） 

 月～金曜(祝日・年末年始を除く。) 

 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

 

○ ホームページアドレス 

  http://www.pref.shiga.lg.jp/ 

 l/roi/index.html 

○ Ｅメールアドレス 

  le00@pref.shiga.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働者と使用者との間の紛争のあっせん 

 公益側、労働者側、使用者側の三

者から構成される経験豊かな「あっ

せん員」が当事者双方の主張を確か

め、話し合いによる解決の手助けを

する。 

（紛争の例） 

・ 解雇・退職を勧奨されたが納  

得できないので、復職したい 

 

 

 

 

 

 

 

・ 賃金・労働時間などの労働条件

を引き下げられたが説明してほし

い 

   ・ パート労働の契約を打ち切ら  

     れたが、再雇用してもらいたい 

 

   ・ 出向、配置転換に対して納得  

     できない等 
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⑦ 精神保健に関する相談 
 

 滋賀県 健康医療福祉部 障害福祉課 
相談区分 相談業務内容等 相談先関係機関・団体、所在地 電話番号・受付時間等 

精神保健 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 特定相談 

  （アルコール･薬物関連問題、思春  

期関連問題） 

○ その他の相談 
   （保健所等では対応の困難なもの） 

 

○ 滋賀県立精神保健福祉センター 

 

  所在地：草津市笠山八丁目４－25 
 
 

０７７－５６７－５０１０ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 
 午前９時～午後４時 

 （面接相談は、上記電話で予約） 

 
 

○ 心の悩みを持つ人やその家族から 
 の相談 

 
 
 

 
 
 
 
 

【こころの電話相談】 

０７７－５６７－５５６０ 
 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 
 午前 10 時～午後０時（正午） 
 午後１時～午後９時 

 

○ 悩んでいる人自殺未遂者、自殺企図

者、遺族などの専用電話相談 
 

○ 滋賀県自殺対策推進センター 

  所在地：草津市笠山八丁目４－

25 
 

０７７－５６６－４３２６ 

 午前９時～午後９時 
 （年末年始を除く。） 

 

○ ひきこもりや子ども・若者（思春期 

・青年期）に関する相談 

○ 滋賀県ひきこもり支援センター 

  所在地：草津市笠山八丁目４－

25 
 

０７７－５６７－５０５８ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 
 午前９時～午後４時 

 （面接相談は、上記電話で予約） 

 

○ 事故や病気を原因とする脳損傷によ 

って、記憶や感情のコントロールが難 

しいなどの日常生活・社会生活に関す 

る相談 

○ 滋賀県高次脳機能障害支援センター 

  所在地：草津市笠山八丁目 5－

130 
 

０７７－５６１－３４８６ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 
 午前９時～午後５時 

 

 

○ 精神保健福祉に関する相談 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

○ 南部健康福祉事務所 

   （草津市、守山市、栗東市、野洲市） 

  草津市草津三丁目 14－75 

０７７－５６２－３５３４ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 
 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

 （面接相談は、上記電話で予約） 

 

○ 甲賀健康福祉事務所 

  （甲賀市・湖南市） 

    甲賀市水口町水口 6200 
 

０７４８－６３－６１４８ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 
 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

 （面接相談は、上記電話で予約） 

 

○ 東近江健康福祉事務所 

   （近江八幡市、東近江市、蒲生郡） 

    東近江市八日市緑町８－22 

 

０７４８－２２－１３００ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 
 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

 （面接相談は、上記電話で予約） 
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○ 湖東健康福祉事務所 

   （彦根市、愛知郡、犬上郡） 

    彦根市和田町 41 
 

０７４９－２１－０２８３ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 
 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

 （面接相談は、上記電話で予約） 

 

○ 湖北健康福祉事務所 

   （長浜市・米原市） 

    長浜市平方町 1152－２ 
 

０７４９－６５－６６１０ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

 （面接相談は、上記電話で予約） 

 

○ 高島健康福祉事務所 

   （高島市） 

    高島市今津町今津 448－45 

 

０７４０－２２－２４１９ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 
 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

 （面接相談は、上記電話で予約） 

 

○ 生きる希望、気力を失いつつある 
 方、自殺を考えてしまうほど深い悩み

を抱えた方との電話相談 

○ 電話を通じて人々の悩みを聴き、心

の支えになっていこうという活動を行

うボランティア団体 

  「いのちの電話」は、生活の困難や

こころの危機を抱えながら、誰にも相

談できないで、一人で悩んでいる人の

ための相談電話 

  一人で悩まずにお話下さい。名前を

告げる必要はなく、秘密は厳守しま

す。 
  養成研修を終了し、認定を受けた電

話相談員が相談に応じています。 

 

 滋賀いのちの電話 

            （ＮＰＯ法人） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

０７７－５５３－７３８７ 

 金曜日・土曜日・日曜日・月曜日 

 午前 10 時～午後８時 30 分 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   注）大津市管内の精神保健福祉に関する相談については、大津市保健所０７７－５２２－６７６６にご相談下さい。 
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⑧ 金融に関する相談 

 

 財務省 近畿財務局 大津財務事務所 

相談区分 相談業務内容等 相談先関係機関・団体、所在地 電話番号・受付時間等 

金融 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 金融の円滑化に関する相談 

 

○ 金融犯罪（振り込め詐欺、悪質な投 

資勧誘、ヤミ金など）に関する相談 

 

○ 金融機関等に関する相談 

  個別取引にかかる金融機関等に関す

る苦情相談については、金融関係団体

に苦情相談窓口が設置されている。 

 

※ 連絡先が不明の場合は、当財務事務

所において、関係機関・団体の相談窓

口を紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 大津財務事務所理財課 

  所在地：大津市京町三丁目１－１ 

      大津びわ湖合同庁舎７階 

 

○ 近畿財務局 

  きんざい金融ホットライン 

 

 

０７７－５２２－４３６２ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

 

０６－６９４９－６２５９ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前９時 00 分～午後５時 00 分 

 

【紹介先関係機関】 

○ 銀行関係 

   滋賀県銀行協会 

 

０７７－５２２－１２９５ 

 

○ 信用金庫関係 

   近畿地区信用金庫協会 

０６－６９４９－３６２５ 

○ 生命保険関係 

   生命保険相談所滋賀県連絡所 

０７７－５２５－６６７７ 

○ 損害保険関係 

 ・ そんぽＡＤＲセンター近畿 

   （外国損害保険会社を除く。） 

 

０６－７６３４－２３２１ 

 

 ・ 保険オンブズマン 

   (外国損害保険会社、保険仲立人) 

０３－５４２５－７９６３ 

 

 ・ 少額短期ほけん相談室 

 

０１２０－８２－１１４４ 

 

 ・ 自賠責保険・共済紛争処理機構 

 

０１２０－１５９－７００ 

 

○ 証券関係 

  ・ 証券・金融商品あっせん相談  

センター 

 

０１２０－６４－５００５ 

 

○ 貸金業関係 

  日本貸金業協会 

０５７０－０５１－０５１ 

○ その他 

  日本資金決済業協会 

  （プリペイドカード・商品券に 

係る苦情相談窓口） 

 

０３－３５５６－６２６１ 

 

 

国有財産 

 

 

○  財務省所管国有財産に関する相談 

 

 

○ 大津財務事務所管財課 

 

 

０７７－５２２－３７６８ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

 

多重債務 

 

 

 

 

 

 

○ 多重債務問題に関する相談 

 

 

 

 

 

 

○ 財務省近畿財務局 

  多重債務相談窓口 

 

 

 

○ 大津財務事務所 

        総務課 

 

０６－６９４９－６５２３ 

０６－６９４９－６８７５ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前９時 00 分～午後５時 00 分 

 

０７７－５２２－３７６５ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前８時 30 分～午後５時 15 分 
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⑨ 貸金に関する相談 

 

 滋賀県 商工観光労働部 中小企業支援課 

相談区分 相談業務内容等 相談先関係機関・団体、所在地 電話番号・受付時間等 

金融 

 

 

 

 

 

○ 中小企業者の資金繰り相談及び県制

度融資の案内 

 

   中小企業者の資金繰り相談や、開業

資金や設備投資のための資金等の県制

度融資にかかる情報提供 

○ 滋賀県商工観光労働部 

  中小企業支援課 

   「しが金融ホットライン」 

 

  所 在 地 ： 大津市京町四丁目１－１  

    滋賀県庁東館３階 

 

 

 

 

０７７－５２８－３７３２ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

 

※ 但し、貸金業にかかる相談員に 

 よる対応は 

 午前９時 00 分～午後３時 45 分 

 

 

貸金業 

 

 

○ 貸金業者に対する苦情及び相談 

  貸金業法に基づく県知事登録業者 

に対する指導・監督 

 

 日本貸金業協会 滋賀県支部 

相談区分 相談業務内容等 相談先関係機関・団体、所在地 電話番号・受付時間等 

貸金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 貸金業界の指定紛争解決機関（金融

ＡＤＲ）として、相談対応・苦情処理

紛争解決など中立公正な立場から支援 

 

○ 相談対応（無料） 

  ・ 一般相談 

「登録業者の確認」「ヤミ金への

対処方法」等の相談受理と助言 

・ 債務相談 

   多重債務や多額の債務相談に対し

て助言、情報提供 

  ・ 生活再建支援カウンセリング 

「借金は整理できたが、ギャンブ

ル買い物等の依存的行動が治らな

い。」等のケースに多重債務の再発

防止を目的とした生活再建支援カウ

ンセリングの実施 

 ・ 貸付自粛制度 

   貸付けに応じないように協会を通 

じて信用情報機関に登録（郵送可） 

○ 日本貸金業協会 滋賀県支部 

 

  所在地：大津市京町１－３－４４ 

      イイダビル２階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０５７０－０５１－０５１ 

 

 電話：午前９時～午後５時 

 (土・日・祝日・年末年始を除く。) 

 面談：来訪しての相談は事前の連 

絡が必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 苦情処理（無料）                 

貸金業務等のトラブル、苦情の受付 

解決、業務の是正改善の措置 

 

○ 紛争解決（有料） 

  資金需要者と貸金業者との間の紛争 

につき、紛争解決委員（弁護士）によ

る和解等の解決 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



～令和 4年 11 月～ 
- 14 -

⑩ 消費生活に関する相談 

 

 滋賀県 総合企画部 県民活動生活課 

相談区分 相談業務内容等 相談先関係機関・団体、所在地 電話番号・受付時間等 

消費生活 

 

○  商品の購入やサービス利用時の契約

トラブル、多重債務に関する相談 

 

 

○ 各市町においても消費生活相談窓口 

が設置されています。 

 

○ 滋賀県消費生活センター 

  所在地：彦根市元町４－１ 

 

 

０７４９－２３－０９９９ 

 月～土曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前９時 15 分～午後４時 

 （面接相談も可能。） 
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⑪ 不動産に関する相談 

 

 滋賀県 土木交通部 住宅課 

相談区分 相談業務内容等 相談先関係機関・団体、所在地 電話番号・受付時間等 

不動産 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 不動産取引（売買・賃貸借・仲介

等）についての相談 

 

 

 

○ 滋賀県不動産無料相談所 

 

  所在地：大津市梅林２－１－28 

         アクティ大津 403 号 

 

０７７－５２６－２２６７ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前９時～正午 

 午後１時～午後４時 

 （面接相談も可能。） 

 

○ すまいづくりに関する一般相談 

 

 

 

○ 湖国すまい・まちづくり推進協議会 

  所在地：草津市南草津三丁目 12-6 

     一 般財 団 法 人滋 賀 県 建   

      築住宅センター内 

０７７－５６９－６５０１ 

      （受付電話） 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前９時～正午 

午後１時～午後５時 

 

 ○ 住宅にお困りの方の賃貸住宅への入 

居に関する相談 

○ 滋賀県居住支援協議会 

 

  所在地 大津市京町四丁目１－１ 

      滋賀県土木交通部住宅課内 

０７７－５２８－４２３５ 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

午前９時～正午 

 午後１時～午後４時 
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⑫ 交通事故に関する相談 

 

 滋賀県 土木交通部 道路保全課 

相談区分 相談業務内容等 相談先関係機関・団体、所在地 電話番号・受付時間等 

交通事故 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 交通事故に係る損害賠償問題等に関

する相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 滋賀県立交通事故相談所 

  （大津本所） 

 

  所在地：大津市松本 1 丁目２－１ 

      大津合同庁舎３階 

 

 

 

 

 

 

 

【面接相談・電話相談】 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 午前９時～午後０時 

 午後１時～午後４時 

 （文書相談も可能。） 

 

【巡回相談】 

 電話による予約が必要 

 

【大津本所：電話相談/問合せ先】 

 ０７７－５２８－３４２５ 

  ０７７－５２８－４９１８(FAX) 

 

○ 滋賀県立交通事故相談所 

  （彦根分室） 

 

  所在地：彦根市元町４番１号 

           湖東合同庁舎２階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【面接相談】 

 火・木曜日（祝日・年末年始を除く。） 

 午前９時～午後０時 

 午後１時～午後４時 

【電話相談】 

 月～金曜日(祝日・年末年始を除く。) 

 （文書相談も可能。） 

 

【巡回相談】 

  電話による予約が必要 

 

【彦根分室:電話相談/問合せ先】 

 ０７４９－２７－２２３０ 

 

  
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽＡＤＲセンター近畿 
相談区分 相談業務内容等 相談先関係機関・団体、所在地 電話番号・受付時間等 

交通事故 

 

 

 

 

 

 

 

○ 自賠責保険・自動車保険の保険金請

求手続・保険支払に関する相談及び説

明 

 

○  交通事故の示談・賠償に関する相談 

 

○  政府保障事業に関する相談、説明 

 

○ 一般社団法人日本損害保険協会 

  そんぽＡＤＲセンター近畿 

 

  所在地：大阪市中央区北浜 

      ２－６－２６ 

      大阪グリーンビル９Ｆ 

 

 

０５７０－０２２－８０８ 

 

※ ナビダイヤル 全国共通 通話料有料 

 ０６－７６３４－２３２１ 

※ 電話リレーサービス、ＩＰ電話 

 

     

 

 受付日：月曜～金曜 

     （祝日・休日及び 

     12/30～1/4 を除く。） 

 受付時間：午前９時 15 分～午後５時 
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⑬ 電話に関する相談 

 

 西日本電信電話株式会社 滋賀支店 
相談区分 相談業務内容等 相談先関係機関・団体、所在地 電話番号・受付時間等 

有線電話 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ ＮＴＴ西日本への意見・要望 
 
 

○お客様相談センター 
 
 

０１２０－０１９０００ 

 月～金曜(祝日・年末年始を除く。) 
 午前９時～午後５時 

○  電話サービスに関する問い合わせ 
 
 
 
 
 
○ 電話サービス・故障に関する問い合 

わせ 

（電話線垂れ下がりを見かけたら） 

 

 
 
 
 
 

局番なしの「１１６」 

 平日、土日、祝日(年末年始を除く。) 

 午前９時～午後５時 

 携帯電話・ＰＨＳからは 

  ０８００－２０００１１６ 

 

局番なしの「１１３」 

 終日受付 

 携帯電話・ＰＨＳからは 

   ０１２０－４４４１１３ 

 
○ フレッツサービス(インターネット) 

や光電話に関する問い合わせ 
 
 
 
 
○ フレッツサービス(インターネット) 

や光電話故障に関する問い合わせ 
 

 
 
 
 
 

０１２０－１１６１１６ 

 午前９時～午後９時 

 平日、土日、祝日(年末年始を除く。) 
 インターネットからのお申込み・ 

問い合わせ  http://ｆｌｅｔｓ－ｗ．ｃｏｍ／ 

 

０１２０－２４８９９５ 
24 時間受付 
音声ガイダンスによる録音受付 

○  電話料金に関する問い合わせ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ ＮＴＴファイナンスからの請求 

によるもの 

 ０８００－３３３－５５５０ 

  月～金曜日 
    (土日・祝日・年末年始を除く。) 

  午前９時～午後５時 

○ ＮＴＴ西日本からの請求による 

もの 

  ０１２０－７４７４－８８ 

  月～金曜日 
    (土日・祝日・年末年始を除く。) 

  午前９時～午後５時 

 

 株式会社ドコモＣＳ関西 滋賀支店 

相談区分 相談業務内容等 相談先関係機関・団体、所在地 電話番号・受付時間等 

携帯電話 

ス マ ー ト

フォン 

 

 

 

○ 携帯電話・スマートフォンに関する

各種問い合わせ 

 

 

 

 

○ ドコモインフォメーションセンター 

 

 

 

 

 

 

○ 滋賀支店（所在地） 

  滋賀県大津市中央一丁目 4-3 

 

 

ドコモの携帯電話から 

 （局番なし）１５１ 

一般電話などから 

  ０１２０－８００－０００ 

  年中無休 

  午前９時～午後８時 
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⑭ 野生生物に関する相談 

 

 滋賀県 琵琶湖環境部 自然環境保全課 
相談区分 相談業務内容等 相談先関係機関・団体、所在地 電話番号・受付時間等 

野生生物 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ けがをした野生の鳥及びほ乳類の救

護に関する相談 

  県では個体レベルでの保全が必要な

希少な種で、かつ野生復帰が見込まれ

る個体を救護の対象としています。 

 

● 救護の対象外となるもの 
 ・ ヒナ及び出産直後の幼獣 
 ・ ペット・家畜・家禽と思われ 
  るもの 
 ・ 絶滅のおそれが少なく個体レ 
  ベルでの保護の必要性が少ない 
  種の個体 
 ・ 治療、リハビリテーション又 
  は野生復帰が著しく困難な鳥獣 

・外来生物 
 

● 傷病鳥獣の対象外になる具体的な 動物例 
 【鳥類】 

カ ラ ス 、 ス ズ メ 、 ド バ ト 、 カ   

ワ ウ 、 ツ バ メ 、 ア オ サ ギ 、 ム ク   

ドリ、その他狩猟鳥獣など 
 【ほ乳類】 

ノ ネ コ 、 ノ イ ヌ 、 ニ ホ ン ジ   

カ 、 ニ ホ ン ザ ル 、 イ ノ シ シ 、 キ   

ツネ、タヌキ、イタチ、ネズミ、  

その他狩猟鳥獣など 
 【外来生物】 

アライグマ、ハクビシン、ヌートリ

ア、シマリス、ミシシ ッピアカミ

ミガメ(ミドリガメ）、ソウシチョ

ウ、コジュケイなど 

 

※ 野生鳥獣による被害については、各

市町役場へ相談 

 

○ 死亡イノシシに関する通報 

  県では、ＣＳＦ、ＡＳＦの浸潤状況

を確認するため、死亡イノシシの検査

を実施しています。 

 

 ※ 検査対象外 

   腐敗が進んだもの、乾燥が甚だし 

いもの、損傷が激しいもの、交通事 

故など明らかにＣＳＦ等以外の要因 

で死亡したもの 

 ※ 留意点 

   検体の採取後、死亡個体の処分は 

土地所有者等でお願いします。 

 

○ 西部・南部森林整備事務所 

   （大津市、草津市、守山市、栗  

東市、野洲市） 

０７７－５２７－０６５６ 

 土・日・祝日、年末年始を除く。 

 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

○ 甲賀森林整備事務所 

   （湖南市・甲賀市） 

 

０７４８－６３－６１１６ 

 土・日・祝日、年末年始を除く。 

 午前８時 30 分～午後５時 15 分 
○ 中部森林整備事務所 

   （彦根市、近江八幡市、東近江  

市、蒲生郡、愛知郡、犬上郡） 

０７４８－２２－７７１８ 

 土・日・祝日、年末年始を除く。 

 午前８時 30 分～午後５時 15 分 
○ 湖北森林整備事務所 

   （長浜市、米原市） 
 

０７４９－６５－６６１６ 

 土・日・祝日、年末年始を除く。 

 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

○ 西部・南部森林整備事務所 
   （高島市） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 直接、上記５森林整備事務所にご

連絡下さい。 

（現場確認・対応が必要となるため） 

０７４０－２２－６０２９         

土・日・祝日、年末年始を除く。 
 午前８時 30 分～午後５時 15 分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
連絡先：上記５森林整備事務所 

土・日・祝日、年末年始を除く。 

 午前８時 30 分～午後５時 15 分 
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 ⑮ ペット・食品に関する相談 

 

 滋賀県 健康医療福祉部 生活衛生課 
相談区分 相談業務内容等 相談先関係機関・団体、所在地 電話番号・受付時間等 

ペット 

 

 

 

○ 犬の苦情相談 

 

○  ペットの飼育相談 

 

○  特定動物の許可及び指導 

 

○  動物取扱業の登録及び指導 

 

○ 動物保護管理センター 

 

  所在地：湖南市岩根 136－98 
 

０７４８－７５－１９１１ 

 月～金曜(祝日・年末年始を除く。) 
 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

 (時間外は留守番電話,用件録音) 

食品 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○  食中毒に関すること 

 

○  食品苦情・相談に関すること 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 南部健康福祉事務所 

 （草津保健所生活衛生係） 

 

０７７－５６２－３５４９ 

 

○ 甲賀健康福祉事務所 

 （甲賀保健所生活衛生係） 

 

０７４８－６３－６１４９ 

 

○ 東近江健康福祉事務所 

 （東近江保健所生活衛生係） 

 

０７４８－２２－１２６６ 

 

○ 湖東健康福祉事務所 

 （彦根保健所生活衛生係） 

 

０７４９－２１－０２８４ 

 

○ 湖北健康福祉事務所 

 （長浜保健所生活衛生係） 

 

０７４９－６５－６６６４ 

 

○ 高島健康福祉事務所 

 （高島保健所地域保健福祉・衛生係） 

 

０７４０－２２－３５５２ 

 

いずれも：月～金曜（祝日・年末年始を除く。) 午前８時 30 分～午後５時

15 分 

 

  

 注）大津市管内については、大津市保健所０７７－５２２－６７５５（代表）にご相談下さい。 
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⑯ 家事民事手続に関する相談 

 

裁判所（オブザーバー機関） 

相談区分 相談業務内容等 相談先関係機関・団体、所在地 電話番号・受付時間等 

家事手続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 家庭内の問題について、家庭裁判所

で利用できる手続には何があるか、そ

の手続を申し立てるにはどうすればよ

いか等、手続に関する案内に応じてい

る。 

 ・ 審判で処理される主な家事事件 

   失踪宣告、子の氏の変更、未成  

年者の養子縁組、相続の放棄及び 

限定承認、遺言に関するもの等 

・ 調停又は審判で処理される主な家事事件  

夫婦の同居その他協力扶助・子の

監護、離婚の場合における財産分

与、親権者の指定又は変更、扶養、

遺産の分割、寄与分に関するもの等 

・ 調停だけで処理される主な家事事件 

     上記事件を除く一切の家庭事件 

   （離婚、離縁など） 

○ 大津家庭裁判所 

  所在地：大津市京町三丁目１－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０７７－５０３－８１５４ 

  (家事受付係) 

 

０７７－５０３－８１５６ 

  (後見係) 

 

 月～金曜(祝日・年末年始を除く。) 

 

（事件申立） 

  午前８時 30 分～午後０時 00 分 

  午後１時 00 分～午後５時 00 分 

（家事手続案内） 

  午前９時～午前 11 時 30 分 

  午後１時 15 分～午後３時 30 分 

 

 

 

民事手続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 民事紛争の調停・支払督促・訴訟  

（少額訴訟を含む。)に関する各手続 

案内 

 

  ・ 主な紛争の対象事案 

   貸金、立替金、売買代金、給料、 

請負代金、修理代金、家賃・地代 

の不払、敷金・保証金の返還、損 

害賠償（交通事故等）、建物等の明 

渡、土地・建物の登記請求、クレジ 

ット・サラ金問題など 

○ 大津簡易裁判所 

  所在地：大津市京町三丁目１－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０７７－５０３－８１４５ 

 （受付センター） 

０７７－５０３－８１８２ 

 （調停係） 

０７７－５０３－８１８０ 

 （支払督促係） 

０７７－５０３－８１８３ 

 （民事訴訟係） 

 

 月～金曜(祝日・年末年始を除く。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事件申立） 

 午前８時 30 分～午後０時 00 分 

 午後１時 00 分～午後５時 00 分 

（民事手続案内） 

  午前９時 00 分～午前 11 時 30 分  

 午後１時 00 分～午後４時 00 分 
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【参考 情報提供等】 
 

日本司法支援センター「法テラス」（オブザーバー機関） 

相談区分 相談業務内容等 相談先関係機関・団体、所在地 電話番号・受付時間等 

情報提供等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 情報提供 

  法的トラブルの紛争解決に役立つ 

情報や、法律サービスを提供する

国、地方公共団体、各種相談機関、

弁護士、司法書士等各種士業団体の

相談 

 ※ 窓口の情報を無料で提供する。 

 

○ 無料法律相談 

 【相談の内容】 

・ 一般相談 

    離婚・相続・損害賠償・金銭ト 

ラブル・不動産など民事全般 

  ・ 多重債務相談 

    クレジット・サラ金相談 

 ※ 収入・資産が一定基準以下の方が 

対象です。 

 ※ 事前の電話予約をお願いしていま 

す。 

 ※ 相談時間は３０分ほどです。 

 ※ 相談回数には限りがあります。 

 

○ 犯罪被害者支援 

犯罪の被害にあわれた方やそのご家

族に対し、刑事手続への適切な関与

や、お受けになった損害・苦痛の回復

・軽減を図るための制度、犯罪被害者

支援団体に関する情報を提供する。ま

た、犯罪被害者等の支援に精通してい

る弁護士を紹介する 

 

○ 日本司法支援センター 

  滋賀地方事務所「法テラス滋賀」 

  所在地：滋賀県大津市 

浜大津１丁目 2-22 

大津商中日生ビル５階 

 

 

 

 

○ 日本司法支援センター（本部） 

  所在地：東京都中野区本町 

      １－32－２ 

      ハーモニータワー８Ｆ 

 

 

 

 

相談受付０５７０－０７８３３９ 

（平日 午前９時～午後５時） 

【大津地区】 

 月曜日：午後１時～午後４時 

 木曜日：午前 10 時～正午 

     午後１時～午後３時 30 分 

【彦根地区】 

 第１・第３木曜日 

 午後１時～午後４時 

 

 

 

【コールセンター】 

０５７０－０７８３７４ 

  平日 午前９時～午後９時 

  土曜 午前９時～午後５時 

  (祝日・年末年始を除く。) 

０５７０－０７９７１４ 

  平日 午前９時～午後９時 

  土曜 午前９時～午後５時 

  (祝日・年末年始を除く。) 
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【参考 法律相談】滋賀弁護士会（オブザーバー団体） 

 

相談区分 相談業務内容等 相談先関係機関・団体、所在地 電話番号・受付時間等 

法律 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 弁護士による予約制法律相談 

 

  ・ 一般相談：金銭トラブル、借地  

借家、悪質商法被害、離婚問題、相

続問題、遺言、犯罪や非行、刑事事

件等 

 

 ※ 法律相談の料金 30 分 5,500 円 

 ・ 多重債務相談 

（個人債務の初回のみ無料相談） 

 ・ 交通事故（無料相談） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 滋賀弁護士会法律相談センター 

  所在地：大津市梅林一丁目３－３ 

 

 

 

予約受付電話・時間 

 ０７７－５２２－３２３８ 

 月～金曜(祝日・年末年始を除く。) 

 午前９時～正午 

 午後１時～午後５時 

【相談場所・日時】 

○ 滋賀弁護士会館 

 ※ 多重債務相談は、住所が大津  

地区（大津市、草津市、守山市、 

  栗東市、湖南市、甲賀市、野洲  

市、高島市）の方 

  所在地：大津市梅林一丁目３－３ 

一般相談、多重債務相談： 

  月～金曜日 

（ただし、火・金曜日午前を除く。） 

  午前９時 30 分～正午 

  午後１時 30 分～午後４時 

交通事故相談：火・金曜日(平日) 

     午前 9 時 30 分～正午 

○ 大津地区の担当弁護士事務所 

 

 

 

一般相談、多重債務相談： 

   原則として、第２土曜日及び 

  第４日曜日 

    午後１時～午後４時 30 分 

○ 彦根・長浜地区の担当弁護士事務所 

 ※ 多重債務相談は、住所が彦根、 

  長浜地区（彦根市、長浜市、近  

江八幡市、東近江市、米原市、  

蒲生郡、愛知郡、犬上郡）の方 

 

 

一般相談、多重債務相談： 

 ① 月・水・金曜日（平日） 

   午後１時 30 分～午後４時 

 ② 木曜日（平日） 

   午前９時 30 分～正午 

 ③ 原則として、第２土曜日及び 

  第４日曜日 

   午後１時～午後４時 30 分 

○ 高齢者・障がい者向け電話相談 

    高齢者及び障がい者を当事者とす 

る紛争について、電話での相談を行 

う。 

 

○ 滋賀弁護士会事務局 

   所在地：大津市梅林一丁目３－３ 

 

毎週金曜日(平日) 

午前 10 時～午後０時 

  ０７７－５１０－５７５７ 

 

 

 

○ 交通事故電話相談 

  交通事故の民事上のトラブルにつ

いて 10 分程度の電話での相談を行

う。 

 

 

 

月～金曜日 (平日) 

 午前 10 時 30 分～午後１時 

 毎月 10 日（土日、祝日の場合は 

       休日明けの平日） 

午前 10 時 30 分～午後３時 

  ０５７０－０７８３２５ 

  （全国統一ナビダイアル） 

 

○ こどもの悩みごと１１０番 

 

 

毎週水曜日(平日) 

午後３時～午後５時 

  ０１２０－７８３－９９８ 

○ 当番弁護士の派遣 

   逮捕された人と１回面会し、被疑者

の権利の説明などを行う。（無料） 

○ 滋賀弁護士会事務局 

  所在地：大津市梅林一丁目３－３ 

 

 

 

 

 

 ０７７－５１１－２２２５ 
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 滋賀県警察  事務局 警察本部警務部 警察県民センター 
 

相談区分 相談業務内容等 相談先関係機関・団体、所在地 電話番号・受付時間等 

犯罪被害 

防止等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○

 

 

 

 

 警察安全相談 

 犯罪等による被害の未然防止に関す

る相談 

 その他県民等の安全と平穏に関する

相談 

○ 滋賀県警察本部 

  警務部警察県民センター 

   （相談・広聴係）  

 

  所在地：大津市打出浜１－10 

         滋賀県警察本部１階 

 

 

 

 

 

 

警察総合相談電話【県民の声１１０番】 

プッシュ回線 ♯９１１０ 

(FAX：０７７－５２２－１２５２) 

 月～金曜(祝日・年末年始を除く。) 

 午前８時 30 分～午後４時 30 分 

※ 時間外は留守番電話、用件録音 

本部代表電話番号への案内 

○

 

 

 

 

 

 

 警 察 法 第 ２ 条 を 根 拠 と す る 。   

～警察は、個人の生命、身体及び財産

の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び

捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その

他公共の安全と秩序の維持に当たるこ

とをもってその責務とする。～ 

【面接（来庁）相談】 

 月 ～ 金 曜 (祝 日 ・ 年 末 年 始 を 除 く 。 ) 

午前８時 30 分～午後５時 15 分 

 ※ 時間外で緊急的な措置を要す 

  る相談は、当直勤務員が対応 

【インターネットメール相談】 

Ｅメールアドレス 

 soudan9110@police.pref.shiga.jp 

 ※ メールによる回答は原則行っていない。  

   メールに名前、連絡先等の記載が必要。 

ホームページアドレス 

http://www.pref.shiga．lg．jp 

※ ホームページの「ご相談・苦情」コー

ナーからもメール送信が可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 県下 12 警察署警務課(相談窓口) 

 

 

 

 

月～金曜(祝日・年末年始を除く。) 

午前８時 30 分～午後５時 15 分 

 面接相談も可能 

（時間外で緊急的な措置を要する 

相談は、当直勤務員が対応。） 

○ 大津警察署 

  所在地：大津市打出浜 12－７ 

 ０７７－５２２－１２３４ 

 

○ 草津警察署 

  所在地：草津市野村三丁目 1-11 

 ０７７－５６３－０１１０ 

 

○ 守山警察署 

  所在地：守山市金森町 494 

 ０７７－５８３－０１１０ 

 

○ 甲賀警察署 

  所 在 地 ： 甲 賀 市 水 口 町 水 口

6026 

 ０７４８－６２－４１５５ 

 

○ 近江八幡警察署 

  所在地：近江八幡市土田町 1322-1 

 ０７４８－３２－０１１０ 

 

○ 東近江警察署 

  所在地：東近江市八日市緑町 26-18 

 ０７４８－２４－０１１０ 

 

○ 彦根警察署 

  所在地：彦根市古沢町 660－３ 

 ０７４９－２７－０１１０ 

 

○ 米原警察署 

    所在地：米原市米原 1092 

 ０７４９－５２－０１１０ 

 

○ 長浜警察署 

    所在地：長浜市八幡中山町 300 

 ０７４９－６２－０１１０ 

 

○ 木之本警察署 

    所在地：長浜市木之本町木之本 1536 

 ０７４９－８２－３０２１ 

 

○ 高島警察署 

    所在地：高島市今津町中沼二丁目 4  

 ０７４０－２２－０１１０ 

 

○ 大津北警察署 

    所在地：大津市真野二丁目 20-23 

 ０７７－５７３－１２３４ 
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専門相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ サイバー犯罪に関する相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

滋賀県警察本部 

 サイバー犯罪対策課 

 

 所在地：大津市打出浜１－10 

        滋賀県警察本部 

 

 

 

 

【警察本部・代表】 

０７７－５２２－１２３１ 

 月～金曜(祝日・年末年始を除く。) 

 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

【インターネットメール相談】 

Ｅメールアドレス 

spc110@police.pref.shiga.jp 

 ※ メールによる回答は原則行っていない。 

   メールに名前、連絡先等の記載が必要。 

 

○ 少年の非行からの立ち直

り支援に関する相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滋賀県警察本部 

 生活安全部少年課 

  大津少年サポートセンター 

 

  所在地：大津市打出浜１－10 

         滋賀警察本部庁舎北棟１階 

 

０７７－５２１－５７３５ 

 （直通・予約専用） 

 月～金曜(祝日・年末年始を除く。) 

 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

 

 

 

滋賀県警察本部 

 生活安全部少年課 

  米原少年サポートセンター 

 

  所在地：米原市米原 1092 

         米原警察署内 

 

０７４９－５２－０１１４ 

  （直通・予約専用） 

 月～金曜(祝日・年末年始を除く。) 

 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

 

 

 

○ 拳銃に関する相談 

 

 

 

 

 

 

滋賀県警察本部 

 刑事部組織犯罪対策課 

  薬物銃器対策室 

 

 所在地：大津市打出浜１－10 

        滋賀県警察本部 

 

【拳銃１１０番】 

 （全国統一フリーダイヤル） 

０１２０－１０－３７７４ 

 （報奨制度適用回線） 

０７７－５２１－１０７９ 

  （いずれも２４時間受付） 

 

○ 暴力団に関する相談 

 

 

 

 

滋賀県警察本部 

 刑事部組織犯罪対策課 

 

 所在地：大津市打出浜１－10 

        滋賀県警察本部 

 

【暴力団追放ホットライン】 

０７７－５２７－２１４０ 

 月～金曜(祝 日 ・ 年 末 年 始 を 除 く 。 ) 

 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

 （面接相談も可能） 

 


